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令和７年第２回定例教育委員会会議録 

１ 開催日 令和７年２月１８日（火） 

２ 開催場所 市役所本庁舎３０１会議室 

３ 出席した委

員 

教 育 長 中 川 宣 芳 委 員 加 藤 由 美 

委 員 野 中 亮 秀 委 員 古 田 重 紀 

委 員 纐 纈 由 美   

４ 欠席した委員 なし    

５ 説明のため

に出席した

職員 

教 育 部 長 伊 藤 京 子 健康生きがい支え合い推進部長 江 口 幸 全 

こども未来部長 川 尻 卓 哉 教 育 部 次 長 矢 本 博 士 

健康生きがい支え合い推進部次長 小 川 真 治 こども未来部次長 野 田   弘 

教 育総務課長兼学校教育ＩＣＴ推進室長 丸 藤 卓 也 学校給食課長 勝 山 貴 之 

学校給食課主幹 小 川 敬 介 学校給食課主幹 平 手 明 仁 

学校教育課長 𠮷 田   隆 学校教育課管理指導主事兼主幹 采 女 隆 一 

学校教育課指導主事兼主幹兼教育総務課主幹 長谷川   真 文化財課長兼小牧山課長 武 市 礼 子 

図 書 館 長 岩 本   淳 文化・スポーツ課長 藤 田 伸 也 

味岡市民センター所長 加 藤 吉 宏 東部市民センター所長 松 浦 正 記 

北里市民センター所長 大 野 将 嗣 こども政策課長 小 川 喜世子 

幼児教育・保育課長 臼 井 勇 気 幼児教育・保育課主幹 舟 橋 賢 治 

幼児教育・保育課指導保育士 鈴 木 貴 子 教育総務課庶務係長 遠 山 史 織 

６ 本委員会書記 教育総務課庶務係主査 山 田 晶 尚 教育総務課庶務係主任 河 村 俊 之 

７ 議題 議案第 １号 

議案第 ２号 

議案第 ３号 

議案第 ４号 

議案第 ５号 

議案第 ６号 

令和７年度校長・教頭人事について 

議会の議決を経るべき議案について 

議会の議決を経るべき議案について 

議会の議決を経るべき議案について 

教育委員会規則の一部改正について 

教育委員会規程の一部改正について 

８ 報告及び連

絡事項 

連 絡 事 項 

報告第 １号 

３・４月行事予定 

専決処分について 
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＜開会 午前１０時００分＞ 

公開会議 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいまより令和７年第２回定例教育委員会を開催いたします。 

 それでは、初めに、１月２７日開催の令和７年第１回定例教育委員会の会議録につきま

しては、お手元にお示しのとおり、ご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

 それでは、会議録は承認とさせていただきます。 

 続きまして、私から教育長報告をさせていただきます。 

 ２月も後半に差しかかり、各学校では１年の締めくくりの時期を迎え、一人ひとりの児

童生徒が健康に留意をし、年度のまとめに努めているところであります。 

 特に、中学校におきましては、１・２年生が学年末テストを先週までに終え、３年生の

生徒は２月２６日水曜日の公立高校入学のための学力検査、２７日木曜日、２８日金曜日

には面接があり、それに向けて、最後の総点検に励んでいるものと思う次第であります。 

 そうした年度末の慌ただしい中、２月１５日土曜日、中央図書館で「夢にチャレンジ発

表会」を開催いたしました。 

 会の中では、中学生２名が自分の将来への夢について、その実現に向けた具体的で論理

的な考えをプレゼンにまとめ、発表してくれました。 

 そして、その発表に続いて、「小牧市海外留学奨学金制度」を活用して海外留学をした

大学生４名の報告会も行われました。限られた留学期間の中で、それぞれの将来のビジョ

ンの実現に向けた活動の様子が報告をされ、今後一層の活躍が期待できる内容でありまし

た。 

 小牧市では、来年度より、児童生徒一人ひとりが持続可能な社会の創り手として未来を

生き抜く力を育めるように、教育活動全般を通じて探究的な活動を充実させるべく、「こ

まき『夢☆チャレンジ』科」を創設いたします。そのため、過日、文部科学省に教育課程

等の特例申請を行い、先日、正式に指定の通知をいただいたところであります。 

 また、翌日の２月１６日日曜日には、史跡小牧山大手道発掘調査現地説明会を午前・午

後の２部に分け開催し、本日新聞の報道にもありましたが、本年度の発掘調査の成果を広

く市民の皆様にお伝えすることができました。当日は、心配された天候も、非常に暖かく

恵まれた状況で、市内外から約２８０名の参加を得て、発掘現場を直接見ていただくこと

ができました。 

 いずれにいたしましても、年度の切り替わりのこの時期は、どこか忙しなさを感じるも

のであり、大人も子どもも自らの規則正しい生活への配慮が後回しになる傾向があります。

この先も健康第一に、ミスのない着実な歩みを進めていきたいものであります。 

 私からの報告は以上であります。 
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 次に、部長報告をお願いします。 

 伊藤教育部長。 

○教育部長（伊藤京子） 

 私から１件の報告をさせていただきます。 

 定例市議会についてであります。 

 本年第１回定例会が２月２５日から３月２１日までの開催予定となっております。 

 提出が予定されている議案は、条例案２０件、一般議案３件、補正予算案１１件、当初

予算案１２件、人事案４件の合計５０件であります。このうち教育委員会に関係するもの

は、条例案１件、令和６年度一般会計補正予算案、令和７年度一般会計当初予算案の合計

３件であります。これらは本日の議題として議会の議決を経るべき議案として提出をさせ

ていただきました。 

 報告は以上となりますが、本日の議題のうち、議案第１号は人事に関する案件でありま

す。最後に非公開にてご審議をいただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいまの部長報告でございましたが、議案第１号は人事に関する案件でありますので、

後ほど非公開にて審議することに、ご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

 それでは、議案第１号は後ほど非公開にて審議をさせていただきます。 

 それでは、議題に入ります。 

 議案第２号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局の説明を求めます。 

 野田こども未来部次長。 

○こども未来部次長（野田弘） 

 それでは、ただいま議題となりました議案第２号について、ご説明申し上げます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 議案第２号「議会の議決を経るべき議案について」であります。 

 提出理由でありますが、この案を提出するのは、議会の議決を経るべき議案について、

意見を申し出るため必要があるからであります。 

 内容につきましては、小牧市青年の家の設置及び管理に関する条例及び小牧市青年の家

運営委員会設置に関する条例を廃止する条例の制定であります。 

 小牧市青年の家は昭和３９年に開館し、今年で開館から６０年が経過していることから、

老朽化により至る箇所で修繕の必要性が生じております。小牧山全体が国指定の史跡であ

るため建て替えをすることができず、不具合箇所の修繕には多額の費用が必要となること、

県の土砂災害特別警戒区域に指定されており、風水害や地震などにより北斜面の倒木や土

砂崩れによる建物の倒壊の危険性も懸念されること、また、一方で、利用率の低下が続い
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ていることから、令和８年３月末で青年の家を廃止するため、関係する２つの条例を廃止

するものです。 

 その内容につきましては、条例案のあらましによりご説明申し上げますので、４ページ

をお願いいたします。 

 １といたしまして、小牧市青年の家を廃止し、２といたしまして、小牧市青年の家運営

委員会を廃止し、併せて特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の別

表から青年の家運営委員会委員を削り、３といたしまして、この条例は令和８年４月１日

から施行しようとするものであります。 

 以上、議案第２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いい

たします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第２号について、ご質問等ありましたら、お受けいたし

ます。 

 いかがでしょうか。 

 古田委員。 

○委員（古田重紀） 

 これまでに教育委員会の中でも、青年の家の利用率などについて、ご説明していただい

ていたので、内容については納得しておりますが、先ほど、特別職の方については、条例

から委員を削るというお話がありましたけれども、その他に、この青年の家に関わる職員

への影響はありますか。 

○教育長（中川宣芳） 

 小川こども政策課長。 

○こども政策課長（小川喜世子） 

 青年の家の指定・施設の管理につきましては、現在、一般社団法人こまき市民文化財団

との間で令和５年４月１日から基本協定を締結しております。令和８年３月末で青年の家

を閉館することになりますので、閉館に伴う基本協定の解除につきましては、一般社団法

人こまき市民文化財団と既に協議をし、了承を得ております。 

 以上になります。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいでしょうか。 

○委員（古田重紀） 

 はい。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

  （発言なし） 
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 それでは、議案第２号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意見な

しとすることに、ご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

 次に、議案第３号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局の説明を求めます。 

 矢本教育部次長。 

○教育部次長（矢本博士） 

 それでは、ただいま議題となりました議案第３号につきまして、ご説明を申し上げます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 「議会の議決を経るべき議案について」であります。 

 この案の提出理由でありますが、議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出る

ため必要があるからであります。 

 その内容は、令和６年度小牧市一般会計補正予算（第７号）のうち、教育委員会分につ

いてであります。 

 それでは、その補正予算のうち、私からは所管する教育委員会事務局関係分につきまし

て、ご説明をさせていただきます。 

 今回の補正予算は、年度末に当たり各事務事業に要する経費がほぼ確定いたしましたの

で、精査をさせていただくことが主な内容であります。 

 それでは、別冊１の１ページをお願いいたします。 

 第５表、地方債補正であります。 

 １段目、校舎大規模改造事業は、地方債の対象となる小牧中学校給食用エレベーター改

修工事の事業費の確定に伴いまして、地方債の借入限度額を２，４７０万円から

２，０９０万円に変更するものであります。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。 

 続きまして、歳入歳出予算の補正につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 まず、歳入についてであります。 

 １７款２項６目教育費国庫補助金のうち、２節小学校費補助金２１１万円の増額及び３

節中学校費補助金１３５万６，０００円の増額は、いずれも公立学校情報機器活用支援体

制整備費補助金の額が確定したことによるものであります。 

 １８款３項７目教育費委託金で、１節教育総務費委託金の９３万円の減額は、教育研究

委嘱事業委託金の額の確定によるものであります。 

 １９款１項２目利子及び配当金では、次世代教育環境整備基金利子の３２万

２，０００円を増額、育英事業基金利子の９，０００円の増額、文化財保護事業基金利子

の５万２，０００円の増額は、いずれも基金利子が確定したことによるものであります。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。 

 ２０款１項５目教育費寄附金では、１節教育総務費寄附金で次世代教育環境整備基金寄
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附金の７，５００万円の減額及び２節社会教育費寄附金のうち３つ目の文化財保護事業基

金寄附金の５００万円の増額は、いずれもこまき応援寄附金の寄附状況を踏まえたもので

あります。また、すぐ下、４つ目の史跡小牧山整備事業寄附金の１，２８０万円の増額は、

企業版のふるさと納税の増額によるものであります。 

 ２１款１項３目社会福祉基金繰入金では、記載の２億２５６万９，０００円の減額のう

ち、学校教育関係分では１億５，５８１万６，０００円の減額で、財源調整のため児童就

学援助費等扶助事業及び生徒就学援助費等扶助事業への充当を取りやめるため減額するも

のであります。 

 ８目次世代教育環境整備基金繰入金は２，４８３万円の減額で、充当先の米野小学校の

実施設計業務委託料の額が確定したことによるものであります。１０目文化財保護事業基

金繰入金では６，７７０万８，０００円の減額で、財源の精査によるものであります。 

 ２４款１項５目教育債では、１節中学校債の３８０万円の減額は、地方債補正でご説明

させていただきましたとおり、小牧中学校給食用エレベーター改修工事の事業費の確定に

よるものであります。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 続きまして、歳出についてであります。 

 内容につきましては、右欄の事務事業の概要により、ご説明をさせていただきます。 

 １０款１項２目事務局費では７，９９３万６，０００円の減額で、１の通学路安全対策

事業の５２５万８，０００円の減額は、執行残の整理によるものであります。 

 ２の次世代教育環境整備基金積立事業の７，４６７万８，０００円の減額は、基金利子

で３２万２，０００円を増額する一方で、こまき応援寄附金で７，５００万円を減額する

ことによるものであります。 

 ３目教育指導費では１，３４２万円の減額で、１の人件費の８７７万４，０００円の減

額は、人件費が確定したことによるものであります。 

 ２の教職員研修・研究事業の９３万円の減額は、研究校委嘱事業の確定によるものであ

ります。 

 ３の特色ある学校づくり事業の３７２万５，０００円の減額は、特色ある学校づくり推

進事業補助金の確定によるものであります。 

 ４の育英事業基金積立事業の９，０００円の増額は、利子を基金に積み立てるものであ

ります。 

 ２項１目小学校費の学校管理費では８５２万３，０００円の減額で、１の小学校情報シ

ステム管理事業で、入札執行残の整理によるものであります。 

 ２目小学校費の教育振興費では、財源調整のため、児童就学援助費等扶助事業への社会

福祉基金繰入金の充当７，９８１万２，０００円を取りやめるものであります。 

 ３目小学校費の学校建設費では２，４８３万円の減額で、１の小学校施設整備事業で米
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野小学校の実施設計業務委託料の執行残の整理によるものであります。 

 ３項１目中学校費の学校管理費では２，３２６万４，０００円の減額で、１の中学校施

設営繕事業の６１８万円の減額及び２の中学校情報システム管理事業の１，７０８万

４，０００円の減額は、いずれも入札執行残の整理によるものであります。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 ２目中学校費の教育振興費では、財源調整のため生徒就学援助費等扶助事業への社会福

祉基金繰入金の充当７，６００万４，０００円を取りやめるものであります。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 ５項６目文化財保護費では１億３００万円の増額で、１の文化財保護事業の２００万円

の減額は、発掘調査等の事業費の執行残の整理によるものであります。２の文化財保護事

業基金積立事業の１億５００万円の増額は、こまき応援寄附金の増額によるものでありま

す。 

 ７目小牧山費では３００万円の減額で、１の史跡小牧山管理事業で除草委託の執行残の

整理によるものであります。 

 ８目歴史館費では１００万円の減額で、１の小牧山歴史館管理事業の執行残の整理によ

るものであります。 

 以上、教育委員会事務局関係分の説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 野田こども未来部次長。 

○こども未来部次長（野田弘） 

 続きまして、私からは、こども未来部所管分についてご説明申し上げます。 

 別冊１のページをお戻りいただきまして、２ページ、３ページをお願いいたします。 

 歳入についてご説明をいたします。 

 １７款１項３目１節幼稚園費負担金は１，５３２万３，０００円の減額で、子育てのた

めの施設等利用給付交付金の額を精査したことによるものであります。 

 ２項６目４節幼稚園費補助金は９４万３，０００円の減額で、子ども・子育て支援交付

金の額を精査したことによるものであります。 

 １８款１項３目１節幼稚園費負担金は６０万３，０００円の減額で、子育て支援施設等

利用給付費負担金の額を精査したことによるものであります。 

 ２項９目２節幼稚園費補助金は８００万１，０００円の減額で、私立幼稚園授業料等軽

減補助金の額を精査したことによるものであります。 

 １９款１項２目１節利子及び配当金のうち、こども夢・チャレンジ基金利子は８万

８，０００円の増額であります。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。 
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 ２０款１項５目２節社会教育費寄附金３，１８０万円の増額のうち、こども夢・チャレ

ンジ基金寄附金８００万円の減額は、こまき応援寄附金の振り分け金額の変更により減額

をするものであります。 

 ２１款１項６目１節こども夢・チャレンジ基金繰入金５８３万８，０００円の減額のう

ち、４５９万２，０００円の減額で、大学生等海外留学奨学金、夢にチャレンジ助成金の

執行残の整理による減額であります。 

 続きまして、歳出について、ご説明いたします。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 内容につきましては、右欄の事務事業の概要により、説明させていただきます。 

 ４項１目幼稚園費３，５６１万円２，０００円の減額は、１の（１）私立幼稚園助成事

業で６４万３，０００円の減額、（２）幼稚園利用者支援事業で３，４９６万円

９，０００円の減額、これらはそれぞれ執行残を整理するものであります。 

 最下段になりますが、５項４目青少年育成費１，３５０万４，０００円の減額は、１の

青年の家管理運営事業の１００万円の減額は、委託料の執行残を整理するもの。２のこど

も夢・チャレンジ推進事業の４５９万２，０００円の減額は、大学生等海外留学奨学金、

夢にチャレンジ助成金の執行残をそれぞれ整理するもの。３のこども夢・チャレンジ基金

積立事業の７９１万２，０００円の減額は、こども夢・チャレンジ基金寄附金の減額に伴

い減額をするものであります。 

 以上、こども未来部所管分の説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 小川健康生きがい支え合い推進部次長。 

○健康生きがい支え合い推進部次長（小川真治） 

 続きまして、私から、健康生きがい支え合い推進部所管分につきまして、ご説明を申し

上げます。 

 別冊１のページをお戻りいただきまして、１ページをお願いいたします。 

 第２表、継続費補正であります。 

 市民会館・市公民館施設整備事業で、大規模改修工事の事業費の確定に伴い、総額と令

和６年度の年割額を減額するものであります。 

 次に、第３表、繰越明許費補正であります。 

 １段目の市民センター施設整備事業は、受変電設備等改修工事で、今年度末の執行を予

定しておりましたが、一部取替え工事において部品搬入に支障が生じることから、当該工

事を令和７年度に繰り越すものであります。 

 ２段目の温水プール施設整備事業は、温水プール解体工事設計業務委託で、敷地内に埋

設されている愛知用水の配管について試掘調査を実施しており、その結果を受け、改めて
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解体手順の検討をする必要が生じたことから、事業の年度内完了が見込めないため、当該

設計業務を令和７年度に繰り越すものであります。 

 次に、第５表、地方債補正についてであります。 

 ２段目の市公民館整備事業及び最下段の市民会館整備事業につきましては、大規模改修

工事の事業費の確定、３段目の味岡市民センター整備事業につきましては、空調改修工事

の事業費の確定に伴い、地方債の借入限度額をそれぞれ減額するものであります。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。 

 歳入について説明をさせていただきます。 

 １９款１項２目利子及び配当金のうち、文化振興基金利子で２７万３，０００円、スポ

ーツ振興基金利子で３７万８，０００円を増額するものであります。いずれも基金利子の

確定によるものであります。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。 

 ２０款１項５目２節の社会教育費寄附金のうち、文化振興基金寄附金で２，２００万の

増額、３節保健体育費寄附金のスポーツ振興基金寄附金で２，２５０万円の増額は、こま

き応援寄附金としてご寄附をいただく寄附額が当初の見込みより多くなったため増額する

ものであります。 

 次に、２１款１項９目１節文化振興基金繰入金で７６９万５，０００円の減額は、基金

を充当する市民会館・市公民館大規模改修工事の事業費の確定に伴い減額するものであり

ます。１１目１節スポーツ振興基金繰入金で７４９万１，０００円の減額は、基金を充当

する総合体育館及び総合運動場、市民球場の施設修繕工事費等の事業費の確定に伴い、減

額するものであります。 

 次に、２３款４項１目９節教育費雑入で２５９万７，０００円の減額は、小牧シティマ

ラソン大会の参加者数の確定により減額するものであります。 

 次に、２４款１項５目２節社会教育債のうち、市民会館整備事業債で７４０万円の減額

及び市民会館整備事業債４，６３０万円の減額は、地方債補正でご説明をさせていただい

たとおり、大規模改修工事の事業費の確定に伴い減額するものであります。 

 味岡市民センター整備事業債４５０万円の減額につきましても、地方債補正で説明させ

ていただきましたとおり、空調改修工事の事業費の確定に伴い減額するものであります。 

 少しページを飛びまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出についてであります。 

 主には執行残を整理するものでありますが、内容につきましては、右ページ右側の事務

事業の概要欄により説明をさせていただきます。 

 ５項２目公民館費で３，７００万７，０００円の減額であります。１の市民会館管理事

業で２，７８７万７，０００円の減額は、（１）の市公民館施設管理事業の１，８００万

円の減額は、市公民館管理運営委託料の執行残による減額、（２）の市民会館施設整備事
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業の９８７万７，０００円の減額は、市民会館・市公民館大規模改修事業の市公民館整備

工事費の減額によるものです。 

 ２の中部公民館管理事業（１）の中部公民館施設管理事業の３００万円の減額は、中部

公民館の施設管理運営委託料の執行残の整理による減額、３の（１）の地域３あい事業で

１００万円の減額は、地域３あい事業費補助金の減額、４の味岡市民センター管理運営事

業の５１３万円の減額は、味岡市民センター施設整備工事費の執行残を整理するため減額

するものであります。 

 ３目市民会館費で７，３５１万８，０００円の減額であります。（１）の市民会館施設

管理事業の２，２００万円の減額は、市民会館の施設管理運営委託料の執行残を整理する

ため、（２）の市民会館施設整備事業の５，１５１万８，０００円の減額、市民会館・市

公民館大規模改修事業の市民会館整備工事費の執行残を整理するため、減額するものであ

ります。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 ５目文化振興費で１，４５７万３，０００円の増額であります。 

 １の（１）文化事業開催委託事業の１００万円の減額は、委託料の執行残による減額。

（２）のこまき市民文化財団助成事業の６７０万円の減額は、こまき市民文化財団補助金

の執行残を整理するため減額。 

 ２の（１）の文化振興基金積立金の２，２２７万３，０００円の増額は、歳入でご説明

申し上げました寄附金の増額に伴い、同基金への積立額を増額するものであります。 

 続きまして、６項１目保健体育総務費で１，００１万３，０００円の増額であります。 

 １の（１）スポーツ大会開催委託事業の６４４万２，０００円の減額は、委託料の執行

残を整理するための減額、（２）の小牧市スポーツ協会助成事業の６４２万３，０００円

の減額は、小牧市スポーツ協会補助金の執行残を整理するための減額。 

 ２の（１）スポーツ振興基金積立金の２，２８７万８，０００円の増額は、歳入でご説

明申し上げました寄附金の増額に伴い、同基金への積立額を増額するものであります。 

 ２目体育施設費で２，９９１万円の減額であります。 

 １の（１）体育施設管理事業の４５０万９，０００円の減額は、光熱水費や温水プール

設備保守管理委託料の執行残を整理するための減額、（２）の体育施設管理委託事業の

１，５５８万９，０００円の減額は、体育施設管理運営委託料の執行残を整理するための減額。 

 ２の（１）総合体育館施設整備事業の５７３万９，０００円の減額は、修繕料と設計監

理委託料の執行残を整理するための減額、（２）の総合運動場施設整備事業の４０７万

３，０００円の減額は、修繕料と体育施設整備工事費の執行残を整理するため減額するも

のであります。 

 以上で、健康生きがい支え合い推進部所管分の説明とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 
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○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第３号について、ご質問等ありましたら、お受けいたし

ます。 

 非常に量が多かったので、少し時間を取りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 古田委員。 

○委員（古田重紀） 

 健康生きがい支え合い推進部の関係で、資料１１ページの基金積立額についてですが、

文化振興基金積立金は約２，２００万、スポーツ振興基金積立金も約２，２００万の補正

額となっており、どちらも高額だと思うのですが、この基金の寄附額の近年の推移につい

て、お手元にある資料の範囲内で結構ですので、教えてください。 

○教育長（中川宣芳） 

 藤田文化・スポーツ課長。 

○文化・スポーツ課長（藤田伸也） 

寄付額の近年の推移については、今、手元に資料がないためお答えできませんが、文化

振興基金につきましては、ふるさと納税の寄附金から事業費を差し引き、「文化の薫るま

ちづくりコース」の８割、「市長おまかせコース」の５割を充当させていただいておりま

す。目的といたしましては、文化・芸術の振興、生涯学習の推進及び文化施設等の整備の

資金に充てるものとしております。 

 また、スポーツ振興基金につきましては、「スポーツに親しむまちづくりコース」の全

額、「市長のおまかせコース」の５割を充当させていただいております。目的といたしま

しては、スポーツ振興事業及び体育施設整備の資金に充てるものとしております。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

○委員（古田重紀） 

 はい。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

  （発言なし） 

 それでは、議案第３号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意見な

しとすることに、ご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 
 ご異議がないようですので、議案第３号については、原案について意見なしとすること

といたします。 

 次に、議案第４号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局の説明を求めます。 

 矢本教育部次長。 
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○教育部次長（矢本博士） 

 それでは、ただいま議題となりました議案第４号につきまして、ご説明を申し上げます。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 「議会の議決を経るべき議案について」であります。 

 この案の提出理由でありますが、議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出る

ため必要があるからであります。 

 その内容は、「令和７年度小牧市一般会計予算」のうち、教育委員会分についてであり

ます。 

 資料といたしまして、別冊２と別冊３を配付させていただきましたが、別冊２でご説明

をさせていただきます。 

 それでは、別冊２の１ページをお願いいたします。 

 令和７年度教育予算総括表であります。 

 １０款教育費は総額１０４億５，４３３万円余で、対前年度比プラス８億４，０８９万

円余、率にして８．７％の増となります。 

 また、表の下の枠外に記載のとおり、令和７年度一般会計当初予算の総額７０３億

５，６００万円のうち、教育費は１４．９％を占めるものとなっております。 

 教育費の増額の主な要因は、市民会館施設整備事業の事業完了に伴う減額などがあった

ものの、米野小学校改築事業や次世代教育環境整備基金積立金などが増額となったことに

よります。 

 それでは、順次ご説明を申し上げます。 

 上段から１項教育総務費は３２億６，１２２万円余で、対前年度比１２．２％の増。 

 ２項小学校費は２４億８，９７３万円余で、対前年度比９８．３％の増。増額の要因は、

米野小学校改築事業において、令和７年度より工事に着手するため、工事費や管理委託料

などを計上したことによるものであります。 

 ３項中学校費は８億１，１９８万円余で、対前年度比１１．７％の増。 

 ４項幼稚園費は４億４，３６２万円余で、対前年度比９．２％の減。 

 ５項社会教育費は２２億８，０６６万円余で、対前年度比３１．３％の減。減額の要因

は、市民会館施設整備事業が令和６年度をもって完了したためであります。 

 ６項保健体育費は１１億６，７１０万円余で、対前年度比２７．５％の増。増額の要因

は、総合体育館施設整備事業で、アジア競技大会の開催に向けて改修工事を行うための経

費を計上したことによるものであります。 

 以上が総括であります。 

 続きまして、私が所管いたします教育委員会事務局関係分をご説明させていただきます。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。 

 見開き２ページを使っての表となっております。この表に沿って主なものを順次説明さ
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せていただきます。 

 １列目に所管課の記載がありますが、初めに教育総務課であります。 

 ２列目の目名称で、教育委員会費では、委員４名分の報酬や運営事業として会議録作成

のための筆耕翻訳料などを計上いたしました。 

 事務局費では、特別職及び一般職２５人分の人件費のほか、新たに教育振興基本計画策

定事業や学校再編推進事業に係る経費を計上いたしました。 

 教育指導費では、八雲町との児童交流事業で、小牧の参加児童を２４名とし、学習交流

を進めてまいります。 

 小学校 学校管理費では、小学校施設管理事業で、小学校体育館に空調設備をリース方

式にて設置するための借上料を計上いたしました。 

 その１段下、小学校施設営繕事業では、一色小学校の下水道接続工事などの事業費を計

上いたしました。 

 小学校 教育振興費では、授業に必要な教材備品の購入費を計上しております。 

 小学校 学校建設費では、米野小学校改築事業で工事費や管理委託料などの事業費を計

上しております。 

 中学校 学校管理費では、中学校施設管理事業で、中学校体育館に空調設備をリース方

式にて設置するための借上料を計上いたしました。 

 その１段下、中学校施設営繕事業では、岩崎中学校の校舎屋上防水改修工事などの事業

費を計上しております。 

 中学校 教育振興費では、授業に必要な教材備品の購入費を計上しております。 

 続きまして、学校給食課です。 

 給食センター費では、東部・北部・南部各学校給食センターの管理運営経費で、給食用

の材料費や調理、配送業務委託料などが主なものであります。昨今の給食食材費の高騰に

対応するため、令和７年４月から給食費の改定を行いますが、物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金を活用して、保護者負担の軽減を図ります。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。 

 続きまして、学校教育課であります。 

 教育指導費のうち、上から４段目、会計年度任用職員は、学校生活サポーター１名、非

常勤養護教諭１名を増員して予算を計上いたしました。 

 その２段下、補助教材整備事業では、教科書改訂の前年度中配布が終了したことから、

大幅に減額した予算を計上しております。 

 少し飛びまして、その５段下、英語活動教育推進事業では、ＡＬＴ派遣委託が令和７年

度より契約更新となるため、派遣人数を１２人から１０人に見直し、減額をしております。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 続きまして、学校教育ＩＣＴ推進室です。 
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 事務局費の教育ネットワーク管理事業では、１人１台タブレットのライセンス費用や教

育ネットワークのセンターサーバ及び事務局職員のノートパソコンの借上料等を計上して

おります。 

 教育指導費では、ＩＣＴ支援員及びパイオニア校の教育研究に係る委託料等を計上して

おります。 

 小学校 学校管理費では、全小学校の児童用タブレットや校務統合系ノートパソコンの

更新経費等、小学校で使用する機器の借上料等を計上しております。 

 中学校 学校管理費では、令和６年度に更新した３校以外の６中学校分の生徒用タブレ

ットや教職員授業用タブレットの更新経費等、中学校で使用する機器の借上料等を計上し

ております。 

 なお、ただいま説明をいたしました学校教育ＩＣＴ推進室の予算は、令和７年度に学校

教育課に移管をいたします。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 続きまして、文化財課であります。 

 文化財保護費では、市指定文化財の管理に係る経費と埋蔵文化財包蔵地の発掘調査に要

する経費などを計上しております。 

 続きまして、小牧山課であります。 

 小牧山費では、史跡小牧山の管理に係る経費と、これまでの山頂の歴史館周辺の発掘調

査の成果を基に、石垣復元などの史跡整備工事を行う費用などを計上しております。 

 また、歴史館費では、小牧山歴史館及び小牧山城史跡情報館れきしるこまきの管理運営

に要する経費を計上しております。 

 続きまして、図書館であります。 

 図書館費では、中央図書館のほか、えほん図書館、３市民センター図書室の運営及び施

設管理に係る経費のほか、図書室改修事業として３市民センター図書室改修のための設

計・監理及び工事に係る経費を計上しております。 

 なお、１５ページから２０ページに令和７年度主要事業シートを添付させていただきま

したので、ご参考としてください。また、別冊３では、小牧市一般会計予算のうち教育委

員会分を抜粋し掲載しておりますので、併せてご参考としてください。 

 以上、簡単ではありますが、教育委員会事務局関係分の説明とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 野田こども未来部次長。 

○こども未来部次長（野田弘） 

 続きまして、こども未来部所管分について、ご説明させていただきます。 

 別冊２のページをお戻りいただきまして、６ページ、７ページをお願いいたします。 
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 所管課は、幼児教育・保育課です。 

 幼稚園費は、職員の人件費、第一幼稚園の管理運営に係る経費のほか、幼児教育・保育

の無償化実施のための幼稚園に対する施設等利用給付費などを計上しております。 

 なお、第一幼稚園につきましては、現在の中央６丁目１０１番地の敷地内に第一幼稚園

と大山保育園を統合した（仮称）第一こども園を建設し、令和９年４月に開園する計画を

進めており、令和７年度から解体工事及び建築工事を開始する予定であります。このため、

工事期間中、第一幼稚園はその位置を中央３丁目１９３番地に変更し、そこに建設しまし

た仮園舎において園運営を行います。 

 それでは、少し飛んでいただきまして、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 最下段となりますが、所管課はこども政策課です。 

 青少年育成費のうち、中事業名に星印がついているものは、教育委員会補助執行外の事

業でありますので、説明は省かせていただきます。 

 上から５段目、青年の家施設整備事業は、令和７年度末で閉館する青年の家の解体工事

に係る設計監理委託料等を計上しております。 

 また、その少し下になりますが、放課後こども教室事業、学校外活動事業、成人祝賀式

開催事業、兒の森施設管理事業の各事業及び最下段のこども夢・チャレンジ基金積立金に

係る経費を計上しております。 

 以上、こども未来部所管分の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 小川健康生きがい支え合い推進部次長。 

○健康生きがい支え合い推進部次長（小川真治） 

 続きまして、私から健康生きがい支え合い推進部所管分について、予算科目の主な内容

と変更点をご説明申し上げます。 

 なお、中事業名に星印がついているものにつきましては、教育委員会補助執行外の事業

となりますので説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 所管課は、文化・スポーツ課です。 

 社会教育総務費は、職員の人件費のほか、施設予約システムの管理等に係る経費を計上

しております。 

 次に、公民館費であります。 

 １２ページ、１３ページの東部・北里・味岡市民センターも併せて説明させていただき

ます。 

 まず、１０ページ、１１ページですが、公民館費では、各種講座の開催に係る経費、施

設整備及び管理に係る経費、地域３あい事業等に係る経費を計上しております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 
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 公民館費として、東部・北里・味岡の３市民センターでは、それぞれに市民センター施

設整備事業として、北里市民センターは非常用発電機更新事業の設計委託等、味岡市民セ

ンターはトイレ改修事業の設計委託などに係る経費を計上しております。 

 １０ページ、１１ページにお戻りいただきまして、表の下から２段目の文化振興費につ

きましては、文化事業開催委託事業、こまき市民文化財団への助成事業及び文化振興基金

積立金等に係る経費を計上しております。 

 なお、文化事業開催委託事業につきましては、令和７年度より小牧山薪能の運営をこま

き市民文化財団へ委託することとしております。 

 その下段、保健体育総務費では、スポーツ大会の開催委託事業や小牧市スポーツ協会へ

の助成事業及びスポーツ振興基金積立金等に係る経費を計上しております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 体育施設費では、施設管理・整備等に係る経費を計上しております。 

 以上、健康生きがい支え合い所管分の説明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第４号について、ご質問等ありましたら、お受けいたし

ます。 

 野中委員。 

○委員（野中亮秀） 

 今年の１０月にＷｉｎｄｏｗｓ１０のサポートが終了しますが、学校関係のパソコンに

ついて、更新の対応はできておりますでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 丸藤教育総務課長兼学校教育ＩＣＴ推進室長。 

○教育総務課長兼学校教育ＩＣＴ推進室長（丸藤卓也） 

 ＩＣＴ機器、それからパソコン等の更新については、計画的に行っておりますので、

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０のサポート終了に対しても、問題なく対応できております。 

 以上でございます。 

○委員（野中亮秀） 

 ありがとうございます。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 加藤委員。 

○委員（加藤由美） 

 ５ページの上から７行目の会計年度任用職員についてですが、外国人児童生徒日本語指

導員２名減員、また、その７行下のＡＬＴの派遣人数も２人減らしておりますが、この理
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由について教えてください。 

○教育長（中川宣芳） 

 長谷川学校教育課指導主事兼主幹兼教育総務課主幹。 

○学校教育課指導主事兼主幹兼教育総務課主幹（長谷川真） 

 まず、日本語指導員の２名減員の理由についてですが、この２名というのは、日本語初

期教室「にじっこ教室」で指導している４名のうちの２名であります。「にじっこ教室」

には、日本語指導員だけではなく、語学相談員も複数名配置をしており、ここ数年の「に

じっこ教室」の様子から、減員しても、指導が十分可能であると判断したため、２名減員

しております。 

 次に、ＡＬＴの派遣人数の減についてですが、ここ数年、児童生徒数が年々減少してき

ており、また、学級数も減少してきていることから、人数を１２人から１０人に減らすと

いうことであります。 

 以上です。 

○委員（加藤由美） 

 ありがとうございます。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 古田委員。 

○委員（古田重紀） 

 体育館の空調設備設置事業についてお伺いします。 

 実際に、空調設備が各学校の体育館に設置されてから稼働するまでのスケジュールにつ

いて、どのように考えられているのか教えてください。 

○教育長（中川宣芳） 

 丸藤教育総務課長兼学校教育ＩＣＴ推進室長。 

○教育総務課長兼学校教育ＩＣＴ推進室長（丸藤卓也） 

 体育館の空調設備の設置につきましては、令和７年度に米野小学校改築を控えておりま

すので、米野小学校を除く全ての小中学校の体育館に設置する予定をしております。 

 整備方式につきましては、ＬＰガスを熱源といたしまして、災害対応型バルクシステム

による空調設備を導入いたします。 

 調達方式は、こちらに記載のとおり、リース方式にて設置をいたします。この方式によ

り、一斉導入が可能となる予定です。 

 工事につきましては、補助金を活用しますので、交付決定を受けてからとなります。現

時点では、秋以降の工事予定ですが、年度内に完了いたしまして、令和８年度の猛暑の時

期には、使用できるように準備を進めてまいります。 
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 以上です。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

○委員（古田重紀） 

 はい。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 加藤委員。 

○委員（加藤由美） 

 ３ページの下から１行目の北部学校給食センター一般事務事業と４行目の東部学校給食

センター一般事務事業について、主な内容がどちらも同じような内容にもかかわらず、変

更点の内容が違うのはなぜでしょうか。同じ理由で増額になるわけではないということで

しょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 平手学校給食課主幹。 

○学校給食課主幹（平手明仁） 

 東部学校給食センターにおいても、賄材料費が増額となっておりますが、それよりも学

校調理委託料の更新による増額が大きかったことから、このように書かせていただいてお

ります。 

 以上です。 

○委員（加藤由美） 

 それぞれ異なる委託業者であるため、委託料が違うということでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 平手学校給食課主幹。 

○学校給食課主幹（平手明仁） 

 委託業者は同じでありますが、契約期間が新しくなったことによるものです。 

○委員（加藤由美） 

 ありがとうございました。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

 加藤委員。 

○委員（加藤由美） 

 ７ページの上から１２行目の第一幼稚園の関係で、ピアノを処分するということですが、

現状何台あって、何台処分するのか教えてください。 

○教育長（中川宣芳） 
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 舟橋幼児教育・保育課主幹。 

○幼児教育・保育課主幹（舟橋賢治） 

 現在の第一幼稚園のピアノの台数ですが、６台ありまして、そのうち、３台は新しい仮

園舎に移設する予定です。残る３台は、仮園舎の規模等から、処分を想定して予算を計上

しておりますが、大事な備品であり、まだ使用できるピアノであるため、各公共施設にも

照会をしておりまして、可能な限り再利用していく方向で事務を進めております。 

 以上です。 

○委員（加藤由美） 

 処分を検討されているピアノも、今まで調律して使っていて、壊れて使えなくなったわ

けではないと思います。現状、その仮園舎では使う場所がないというところだとは思うの

ですが、例えば、新しい認定こども園に設置したり、子どもたちが自由に弾けるピアノと

して設置したりするなど、今後も有効にそのピアノを使っていただきたいと思いますので、

ぜひお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 舟橋幼児教育・保育課主幹。 

○幼児教育・保育課主幹（舟橋賢治） 

 委員からご指摘いただきましたとおり、貴重なピアノだと思っておりますし、今でも調

律は行っており、いつでも使える状態であります。工事が終われば、仮園舎から備品を

（仮称）第一こども園に移す予定をしておりますので、引き続き、有効活用していく予定

であります。 

 以上です。 

○委員（加藤由美） 

 ぜひお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 よろしいでしょうか。 

○委員（加藤由美） 

 もう１ついいですか。 

○教育長（中川宣芳） 

 加藤委員。 

○委員（加藤由美） 

 ４ページの下から１０行目の特色ある学校づくり推進事業のところで、子どもたちのた

めに各学校で考えて取り組んでいただいていると思いますが、幼・保・小・中・高、その

後の社会に向けて、やはり、子どもたちの学びの連続性を根幹に置きながら取り組みをし
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ていただき、子どもたちを支えていっていただきたいと思っております。幼保から学びが

繋がっていくように、この事業に取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 采女学校教育課管理指導主事兼主幹。 

○学校教育課管理指導主事兼主幹（采女隆一） 

 本年度も、特色ある学校づくりについて、各学校からの企画内容を審査しているところ

であります。教育長報告にもありました、来年度創設する、「こまき『夢☆チャレンジ』

科」は、探究的な学習、学びを推進していこうとしておりますが、委員がおっしゃった、

小中学校の範囲を超えて、幼・保・小並びに高等学校、その上における学びの連続性を起

点にしている部分もあります。今、おっしゃっていただいた意見につきましては、関係機

関と協議をしながら進めてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

○委員（加藤由美） 

 よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

  （発言なし） 

 それでは、議案第４号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意見な

しとすることに、ご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 
 ご異議がないようですので、議案第４号については、原案について意見なしとすること

といたします。 

 次に、議案第５号「教育委員会規則の一部改正について」及び議案第６号「教育委員会

規程の一部改正について」、関連がありますので、一括して事務局の説明を求めます。 

 矢本教育部次長。 

○教育部次長（矢本博士） 

 ただいま議題となりました議案第５号及び議案第６号につきまして、関連がございます

ので一括してご説明を申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 議案第５号「教育委員会規則の一部改正について」であります。 

 その内容は、「小牧市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について」

であり、提出理由は、令和７年４月の行政組織改正において、学校再編推進係及びＩＣＴ

教育推進係を新設し、学校教育ＩＣＴ推進室を廃止するため必要があるからであります。 
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 主な改正点につきましては新旧対照表を用いてご説明をさせていただきますので、１０

ページをお願いいたします。 

 表の左側が改正案、右側が現行であります。 

 第１条の組織の規定において、教育総務課に「学校再編推進係」を、学校教育課に

「ＩＣＴ教育推進係」を加え、「学校教育ＩＣＴ推進室 ＩＣＴ推進係」を削ります。 

 １１ページをお願いいたします。 

 第２条の事務分掌の規定におきまして、教育総務課施設係の事務分掌を記載のとおり改

めまして、施設係の後ろに学校再編推進係の事務分掌を記載のとおり加えます。また、下

段にあります学校教育課 学校教育係の事務分掌の後ろに、１２ページになりますが、

ＩＣＴ教育推進係の事務分掌を記載のとおり加え、そのすぐ下の学校教育ＩＣＴ推進室の

事務分掌を全て削ります。 

 このほか、学校教育ＩＣＴ推進室が廃止されることに伴いまして、教育委員会事務局か

ら「室」がなくなりますので、「室」や「室長」、「室長補佐」を削る整理を行おうとす

るものであります。 

 １５ページをお願いいたします。 

 附則の１といたしまして、この規則は令和７年４月１日から施行しようとするものであ

り、また、２といたしまして、小牧市教育委員会公印規則につきましても、「室長」を削

る改正を行おうとするものであります。 

 以上で、議案第５号の説明とさせていただきます。 

 続きまして、１９ページをお願いいたします。 

 議案第６号「小牧市教育委員会規程の一部改正について」であります。 

 その内容は、「小牧市教育委員会事務決裁規程の一部改正について」であり、提出理由

は、令和７年４月の行政組織改正において、学校教育ＩＣＴ推進室を廃止するため必要が

あるからであります。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 改正点といたしましては、学校教育ＩＣＴ推進室の廃止に伴い、第２条第３号中、「室

長並びに」を削るほか、別表中におきまして所要の整備を行おうとするものであります。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 附則といたしまして、この訓令は、令和７年４月１日から施行し、ただし、別表の改正

規定は公布の日から施行しようとするものであります。 

 以上で、議案第５号及び議案第６号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第５号及び議案第６号について、ご質問等ありましたら、

お受けいたします。 
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 いかがでしょうか。 

 古田委員。 

○委員（古田重紀） 

 今の説明については納得したのですが、学校再編推進係を設置することで、教育総務課

の人員について、増員等の変化はあるのでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 伊藤教育部長。 

○教育部長（伊藤京子） 

 人員配置につきましては、来月の３月２１日の人事異動をもって確定となりますので、

よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 古田委員。 

○委員（古田重紀） 

 学校再編が本格化してくると相当大変な仕事だと思いますが、増員等の変化がなかった

場合、係の置き換えだけで対応できるのか心配でしたので、お伺いしました。また、人事

異動の内容を見させていただいた上で、伺おうと思います。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですね。 

 ほかにございますか。 

  （発言なし） 

 それでは、議案第５号「教育委員会規則の一部改正について」及び議案第６号「教育委

員会規程の一部改正について」は、原案どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

 それでは、議案第５号及び議案第６号については、原案どおり可決することといたしま

す。 

 続いて、報告・連絡事項に入ります。 

 初めに、教育総務課お願いします。 

 丸藤教育総務課長兼学校教育ＩＣＴ推進室長。 

○教育総務課長兼学校教育ＩＣＴ推進室長（丸藤卓也） 

 それでは、連絡事項、３月・４月の行事予定でございます。 

 資料の２５ページをお願いいたします。 

 最初に、３月の予定です。 

 ５日、６日、１０日、１１日と、本会議が開催されます。 

 ６日木曜日は、午後２時から愛日地方教育事務協議会が豊明市役所で開催されます。 

 ７日金曜日は、中学校の卒業式が行われます。 
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 １２日水曜日は、午後２時から定例の教育委員会を３０１の会議室で開催いたします。 

 １３日木曜日は福祉厚生委員会、福祉厚生分科会が、１４日金曜日は文教建設委員会、

文教建設分科会が開催されます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 １８日火曜日は、第一幼稚園の卒園式になります。 

 １９日水曜日は、小学校の卒業式です。 

 ２１日金曜日は、本会議の最終日になります。 

 ２４日月曜日は、小中学校・第一幼稚園の修了式です。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 ４月の予定です。 

 ８日火曜日は小学校の入学式、９日水曜日は中学校の入学式、それから小中学校の始業

式及び第一幼稚園の入園式、始業式になります。 

 １１日金曜日は、愛日地方事務協議会が豊明市役所で開催されます。 

 １５日火曜日は、尾張部都市教育長会議が愛西市文化会館で開催されます。 

 ２８ページをお願いします。 

 ２１日月曜日は、午後４時から定例の教育委員会を３０１の会議室で開催いたします。 

 ２４日木曜日、２５日金曜日の２日間、東海北陸都市教育長協議会定期総会・研究大会

が三重県伊勢市で開催をされます。 

 ３月・４月の行事予定は以上です。 

 以上で、連絡事項とさせていただきます。 

○教育長（中川宣芳） 

 続いて、文化・スポーツ課お願いします。 

 藤田文化・スポーツ課長。 

○文化・スポーツ課長（藤田伸也） 

 それでは、文化・スポーツ課から、報告第１号「専決処分について」、ご説明をいたし

ます。 

 資料の２９ページをお願いいたします。 

 令和５年６月３０日付けで、佐藤・野々川特定建設工事共同企業体代表者佐藤工業株式

会社名古屋支店執行役員支店長廣橋亙と締結をいたしました、市民会館・市公民館大規模

改修工事請負契約について、湧水排水ポンプ設置工事及びそれに伴う電気工事、配管工事、

雨水排水ポンプ更新工事、配管工事の増加による設計変更に伴い、請負契約金額を１４億

４，７８６万６，２００円から１４億５，５２６万３，７００円に変更したものでありま

す。 

 本案件は、議会の議決を経た工事の請負契約でありますが、変更額が７３９万

７，５００円であり、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、市長の専決処分事項
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として指定されております契約金額の５％以内かつ７５０万円以内の変更に該当するため、

令和７年２月３日付けで専決処分とし、令和７年小牧市議会第１回定例会に報告をするも

のであります。 

 以上であります。 

○教育長（中川宣芳） 

 報告・連絡事項は以上でありますが、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

  （発言なし） 

 それでは、全体を通じてほかにご発言はありませんか。 

  （発言なし） 

 ほかにご発言もないようですので、ここで公開による会議を終了いたします。 

 関係者以外は退室してください。 

――関係者以外退室―― 

○教育長（中川宣芳） 

 これより非公開の会議を開会します。 

 

＜開会 午前１１時１４分＞ 

非公開会議 

＜閉会 午前１１時２２分＞ 

 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにご発言はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

  （発言なし） 

 ほかにご発言もないようですので、令和７年第２回定例教育委員会をこれにて閉会とい

たします。 

＜閉会 午前１１時２３分＞ 
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